
報道機関各位

平成２６年１１月１２日現在

議案番号 件　　　　　　　　　　名 備　　考

１８０ 平成２６年度さいたま市一般会計補正予算（第７号） 財 政 課

１８１
平成２６年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算（第
２号）

財 政 課

１８２
平成２６年度さいたま市介護保険事業特別会計補正予算（第３
号）

財 政 課

１８３
平成２６年度さいたま市食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会
計補正予算（第１号）

財 政 課

１８４
平成２６年度さいたま市大宮駅西口都市改造事業特別会計補正予
算（第１号）

財 政 課

１８５
平成２６年度さいたま市指扇土地区画整理事業特別会計補正予算
（第１号）

財 政 課

１８６
平成２６年度さいたま市南平野土地区画整理事業特別会計補正予
算（第１号）

財 政 課

１８７
平成２６年度さいたま市大門下野田特定土地区画整理事業特別会
計補正予算（第１号）

財 政 課

１８８ 平成２６年度さいたま市下水道事業会計補正予算（第１号） 財 政 課

１８９
さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定
について

環 境 薬 事 課

１９０
さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制
定について

建 築 行 政 課

１９１
さいたま市立小学校における教員の指導の事実等に関する第三者
調査委員会条例の制定について

教 職 員 課

１９２
さいたま市地域包括支援センターの職員に係る基準及び職員の員
数等に関する条例の制定について

高 齢 福 祉 課

１９３
さいたま市老人憩いの家条例の一部を改正する条例の制定につい
て

高 齢 福 祉 課

１９４
さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営
の基準等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

障 害 福 祉 課

１９５
さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

子 育 て支 援課

１９６
さいたま市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい
て

国民健康保険課

１９７
さいたま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に
関する条例の制定について

介 護 保 険 課

１９８
さいたま市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等の基準等に
関する条例の制定について

介 護 保 険 課

平成２６年さいたま市議会１２月（１１月繰上げ）定例会提出予定議案一覧

(平成２６年１１月２６日　開会予定)

議 題

記者発表資料
平成２６年１１月２１日（金）
問い合わせ先
条例議案 総務部法制課 内２３１６
予算議案 財政部財政課 内２５１３



１９９
さいたま市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

男女共同参画課

２００
さいたま市営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

自転車まちづく
り 推 進 課

２０１
さいたま市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の
制定について

消 防 総 務 課

２０２ 権利の放棄について
東 部 地 域 ・
鉄 道 戦 略 室

２０３ 指定管理者の指定について(さいたま市浦和ふれあい館) 福 祉 総 務 課

２０４
指定管理者の指定について(さいたま市大宮ふれあい福祉セン
ター)

福 祉 総 務 課

２０５ 指定管理者の指定について(グリーンヒルうらわ) 高 齢 福 祉 課

２０６
指定管理者の指定について(さいたま市老人福祉センター和楽荘
等)

高 齢 福 祉 課

２０７
指定管理者の指定について(さいたま市老人福祉センター槻寿苑及
びさいたま市槻寿苑デイサービスセンター)

高 齢 福 祉 課

２０８ 指定管理者の指定について(さいたま市健康福祉センター西楽園) 高 齢 福 祉 課

２０９ 指定管理者の指定について(さいたま市年輪荘) 高 齢 福 祉 課

２１０
指定管理者の指定について(さいたま市大砂土デイサービスセン
ター)

高 齢 福 祉 課

２１１
指定管理者の指定について(さいたま市上峰デイサービスセン
ター)

高 齢 福 祉 課

２１２
指定管理者の指定について(さいたま市与野本町デイサービスセン
ター)

高 齢 福 祉 課

２１３ 指定管理者の指定について（障害者福祉施設みのり園） 障 害 福 祉 課

２１４ 指定管理者の指定について（さいたま市大崎むつみの里） 障 害 福 祉 課

２１５ 指定管理者の指定について（さいたま市障害者福祉施設春光園） 障 害 福 祉 課

２１６
指定管理者の指定について（さいたま市槻の木（槻の木及び第２
やまぶき））

障 害 福 祉 課

２１７
指定管理者の指定について（さいたま市槻の木（第１やまぶ
き））

障 害 福 祉 課

２１８ 指定管理者の指定について（さいたま市みずき園） 障 害 福 祉 課

２１９ 指定管理者の指定について（さくら草学園等） 障 害 福 祉 課

２２０
指定管理者の指定について（さいたま市大砂土障害者デイサービ
スセンター）

障 害 福 祉 課

２２１ 指定管理者の指定について（さいたま市母子生活支援施設） 子 育 て支 援課

２２２ 指定管理者の指定について（さいたま市盆栽四季の家等） 文 化 振 興 課

２２３ 指定管理者の指定について（さいたま市文化センター） 文 化 振 興 課

２２４ 指定管理者の指定について（さいたま市民会館うらわ） 文 化 振 興 課



２２５ 指定管理者の指定について（さいたま市民会館おおみや） 文 化 振 興 課

２２６ 指定管理者の指定について（さいたま市民会館いわつき） 文 化 振 興 課

２２７ 指定管理者の指定について（氷川住宅及びシビック住宅天沼） 住 宅 課

２２８ 町の区域を新たに画し及び変更することについて 区 政 推 進 室

２２９ 当せん金付証票の発売について 財 政 課

２３０ 市道路線の認定について 土 木 総 務 課

２３１ 市道路線の廃止について 土 木 総 務 課

２３２ 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 課

２３３ 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 課

２３４ 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 課

２３５ 人権擁護委員候補者の推薦について 総 務 課
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平成２６年さいたま市議会１２月（１１月繰上げ）定例会提出議案一覧

合計５６件（予算議案９件・条例議案１３件・一般議案２８件・道路議案２件・人事議案４件）

≪予算議案≫ 

議案第１８０号 平成２６年度さいたま市一般会計補正予算（第７号） 

議案第１８１号 平成２６年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１８２号 平成２６年度さいたま市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第１８３号 平成２６年度さいたま市食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計補正予算（

第１号） 

議案第１８４号 平成２６年度さいたま市大宮駅西口都市改造事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第１８５号 平成２６年度さいたま市指扇土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第１８６号 平成２６年度さいたま市南平野土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第１８７号 平成２６年度さいたま市大門下野田特定土地区画整理事業特別会計補正予算（

第１号） 

議案第１８８号 平成２６年度さいたま市下水道事業会計補正予算（第１号） 

≪条例議案≫ 

議案第１８９号 さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局保健所環境薬事課） 

  知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴い、再生医療等製品の販売

業の許可等の事務が移譲されるため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 事務の移譲に伴う手数料の新設

事務の種類 手数料の額

再生医療等製品の販売業の許可の申請

に対する審査
１件につき   ３５，７００円

再生医療等製品の販売業の許可の更新

の申請に対する審査
１件につき   １４，１００円

  ２ 手数料の変更

事務の種類 現 行 改正後 

高度管理医療機器等の販売業又は貸与

業の許可の申請に対する審査 
２９，０００円 ３５，７００円

 （施行期日） 平成２７年１月１日 

議案第１９０号 さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・建設局建築部建築行政課） 

マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴い、容積率制限の緩和に係る許

可事務を行うとともに、建築確認その他の建築基準法令の規定による処分に係る台帳の記載事

項を証するため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 容積率の特例の許可に伴う手数料の新設

事務の種類 手数料の額

マンションの建替え等の円滑化に関

する法律第１０５条の規定による容
１件につき   １６０，０００円
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積率の特例の許可の申請に対する審

査

２ 書面交付に伴う手数料の新設

事務の種類 手数料の額

建築確認その他の建築基準法令の規

定による処分に係る台帳の記載事項

を証する書面の交付

１通につき       ４００円

 （施行期日） １については平成２６年１２月２４日、２については平成２７年４月１日 

議案第１９１号 さいたま市立小学校における教員の指導の事実等に関する第三者調査委員会条

例の制定について 

        （所管課所・教育委員会事務局学校教育部教職員課） 

さいたま市立小学校の児童に対する教員の指導の事実等について第三者による客観的かつ公

正な調査を行うため、附属機関を設置するもの。 

 （内容） 

１ 設置 

 ・ 平成２３年に自殺したさいたま市立小学校の児童に対する教員の指導の事実等につい

て客観的かつ公正な調査を行うため、「さいたま市立小学校における教員の指導の事実

等に関する第三者調査委員会」を設置するもの。 

２ 所掌事務 

 ⑴ 児童に対する教員の指導の事実に関する調査 

 ⑵ 児童の自殺した原因に関する調査 

３ 組織 

⑴ 委員の定数を８人以内とするもの。  

⑵ 委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱することとするもの。 

 ４ 会長 

・ 委員会に委員の互選による会長を置くこととするもの。 

  ５ 会議 

   ⑴ 会長は、委員会の会議を招集し、その議長となることとするもの。 

   ⑵ 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができないこととするもの。 

   ⑶ 会議は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、委員会に諮って会議を

公開することができることとするもの。 

  ６ 守秘義務 

   ・ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこととするもの。 

  ７ 庶務 

   ・ 委員会の庶務は、教育委員会学校教育部において処理することとするもの。  

（施行期日） 公布の日 

議案第１９２号 さいたま市地域包括支援センターの職員に係る基準及び職員の員数等に関する

条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法
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律により介護保険法が改正されたことに伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

  １ 基本方針 

   ・ センターに対し、省令で定める義務と同様の義務を課すほか、独自基準として、各被

保険者を介護する者の心身の状況の改善に係る努力義務を課すもの。 

  ２ 専門職員の配置基準 

   ⑴ 区域における第１号被保険者の数がおおむね６，０００人未満の場合 次のとおり省

令で定める基準（従うべき基準）と同様の基準を定めるもの。 

    ア 保健師その他これに準じる者 １人 

    イ 社会福祉士その他これに準じる者 １人 

    ウ 主任介護支援専門員その他これに準じる者 １人 

   ⑵ 区域における第１号被保険者の数がおおむね６，０００人以上の場合 おおむね２，

０００人まで増加するごとに、原則として、⑴に定める職員に、⑴アからウまでに掲げ

る者のうちいずれか１人を加えるもの。 

   ⑶ ⑵の場合において、センターは、⑴アからウまでに掲げる者間の員数の均衡を失しな

いよう努めなければならないこととするもの。 

 （施行期日） 平成２７年４月１日 

議案第１９３号 さいたま市老人憩いの家条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課） 

供用を休止している老人憩いの家高戸荘を廃止し、その跡地に、民間活力の活用により老人

憩いの家の機能を有する複合施設を整備するため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 老人憩いの家高戸荘の廃止 

   ・ 老人憩いの家高戸荘に係る規定を削るもの。 

 （施行期日） 公布の日 

議案第１９４号 さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例等の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

児童福祉法の一部改正に伴い、さいたま市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例を始めとする１０条例について、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 規定の整備 

   ⑴ 児童福祉法「第６条の２第３項」を「第６条の２の２第３項」に改める等引用条項の

整備を行うもの。 

   ⑵ 「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改めるもの。 

 （施行期日） 平成２７年１月１日 

議案第１９５号 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 
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        （所管課所・子ども未来局子ども育成部子育て支援課） 

基準省令である児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を

行うもの。 

 （内容） 

  ・ 規定の整備 

   ・ 「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に、「母子福祉団体」を「母子・父

子福祉団体」に改めるもの。 

 （施行期日） 公布の日 

議案第１９６号 さいたま市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部国民健康保険課） 

産科医療補償制度の掛金相当額である加算額を引き下げることに伴い、出産育児一時金の総

額を維持するため、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 出産育児一時金の支給額の改定 

・ 被保険者が出産した場合に支給する出産育児一時金の額（掛金相当額を加算する前の

額）を、３９万円から４０万４，０００円に改正するもの。 

 （施行期日） 平成２７年１月１日 

議案第１９７号 さいたま市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の

制定について 

       （所管課所・保健福祉局福祉部介護保険課） 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律により介護保険法が改正されたことに伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 指定居宅介護支援事業者の指定に関する要件 

・ 申請者が有すべき要件について、省令で定める基準と同様に法人であることとするも

の。 

 ２ 指定居宅介護支援に関する基準 

⑴ 人員に関する基準 

   ・ 人員について、省令で定める基準と同様の従業者の員数及び管理者に関する基準を 

定めるもの。 

⑵ 運営に関する基準 

ア 指定居宅介護支援事業者が整備する記録の保存期間について、省令で定める基準を

見直し、独自の基準を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 

(ｱ) 居宅介護サービス計画費及び利用料に関する請求

及び受領の記録 

なし ５年間 

(ｲ) (ｱ)以外のサービスの提供に関する記録 ２年間 ５年間 

イ ア以外の運営について、省令で定める基準と同様の基準を定めるもの。 

３ 基準該当居宅介護支援に関する基準 

⑴ 人員に関する基準 
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   ・ 人員について、省令で定める基準と同様の従業者の員数及び管理者に関する基準を 

定めるもの。 

⑵ 運営に関する基準 

ア 基準該当居宅介護支援事業者が整備する記録の保存期間について、省令で定める基

準を見直し、独自の基準を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 

(ｱ) 特例居宅介護サービス計画費及び利用料に関 

する請求及び受領の記録 

なし ５年間 

(ｲ) (ｱ)以外のサービスの提供に関する記録 ２年間 ５年間 

イ ア以外の運営について、省令で定める基準と同様の基準を定めるもの。 

（施行期日） 平成２７年４月１日 

議案第１９８号 さいたま市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等の基準等に関する条例の

制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部介護保険課） 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律により介護保険法が改正されたことに伴い、新たに条例を制定するもの。 

 （内容） 

１ 指定介護予防支援事業者の指定に関する要件 

・ 申請者が有すべき要件について、省令で定める基準と同様に法人であることとするも

の。 

 ２ 指定介護予防支援に関する基準 

⑴ 人員に関する基準 

   ・ 人員について、省令で定める基準と同様の従業者の員数及び管理者に関する基準を

定めるもの。 

⑵ 運営に関する基準 

ア 指定介護予防支援事業者が整備する記録の保存期間について、省令で定める基準を

見直し、独自の基準を定めるもの。 

記録の種類 省令 条例 

(ｱ) 介護予防サービス計画費及び利用料に関する請求

及び受領の記録 
なし   ５年間  

(ｲ) (ｱ)以外のサービスの提供に関する記録 ２年間 ５年間 

イ ア以外の運営について、省令で定める基準と同様の基準を定めるもの。 

 ⑶ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

  ・ 介護予防のための効果的な支援の方法について、省令で定める基準と同様の基準を

定めるもの。 

３ 基準該当介護予防支援に関する基準 

⑴ 人員に関する基準 

   ・ 人員について、省令で定める基準と同様の従業者の員数及び管理者に関する基準を

定めるもの。 

⑵ 運営に関する基準 

ア 基準該当介護予防支援事業者が整備する記録の保存期間について、省令で定める基

準を見直し、独自の基準を定めるもの。 
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記録の種類 省令 条例 

(ｱ) 特例介護予防サービス計画費及び利用料に関する

請求及び受領の記録 
なし   ５年間  

(ｲ) (ｱ)以外のサービスの提供に関する記録 ２年間 ５年間 

イ ア以外の運営について、省令で定める基準と同様の基準を定めるもの。 

 ⑶ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

   ・ 介護予防のための効果的な支援の方法について、省令で定める基準と同様の基準を

定めるもの。 

（施行期日） 平成２７年４月１日 

議案第１９９号 さいたま市婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部男女共同参画課） 

基準省令である婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を

行うもの。 

 （内容） 

  ・ 規定の整備 

   ・ 「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に、「母子相談員」を「母子・父子自立

支援員」に改めるもの。 

 （施行期日） 公布の日 

議案第２００号 さいたま市営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・都市局都市計画部自転車まちづくり推進課） 

さいたま市営高砂第２自転車駐車場の移転先施設の建設完了に伴い、浦和駅周辺の自転車駐

車場を再編するとともに、さいたま市営自転車等駐車場を利用する者の利便性の向上を図るた

め、所要の改正を行うもの。 

（内容） 

 １ 浦和駅周辺の自転車駐車場の再編 

⑴ さいたま市営高砂第１自転車駐車場の屋外駐車場を廃止することに伴い、駐車場の位

置及び利用料金を改めるもの。 

⑵ さいたま市営高砂第２自転車駐車場が移転することに伴い、駐車場の位置、利用時間、

利用車種及び利用料金等を改めるもの。 

２ 利用者の利便性の向上 

⑴ さいたま市営高砂第１自転車駐車場への小型自動二輪車の駐車を可能とするもの。 

⑵ さいたま市営大宮駅西口自転車駐車場地下１階への自転車の駐車を可能とするため、

当該階層の利用料金を設定するもの。 

（施行期日） １については平成２７年３月２０日、２については同年１月１日 

議案第２０１号 さいたま市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・消防局総務部消防総務課） 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の改正を行う
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もの。 

 （内容） 

  ・ 規定の整備 

   ・ 条例中で引用している児童扶養手当法の条項を整備するもの。 

 （施行期日） 公布の日 

≪一般議案≫

議案第２０２号 権利の放棄について

        （所管課所・政策局東部地域・鉄道戦略室）

  埼玉高速鉄道株式会社の経営再構築を図ることに伴い、契約の相手方が同社に貸し付けた資

金について、損失補償契約に係る回収金を受け取る権利を放棄するため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 放棄する権利の内容 損失補償契約に基づき、損失補償の額を限度として契約の相手方

が同社から回収に努めるものとされた回収金を受け取る権利 

２ 契約の相手方 株式会社埼玉りそな銀行他１６行 

議案第２０３号 指定管理者の指定について（さいたま市浦和ふれあい館）

        （所管課所・保健福祉局福祉部福祉総務課）

  さいたま市浦和ふれあい館の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

 ⑴ 所在地 市内浦和区常盤９丁目３０番２２号 

 ⑵ 名 称 さいたま市浦和ふれあい館 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 公益社団法人さいたま市シルバー人材センター 

   ⑶ 代表者 理事長 佐伯 鋼兵 

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２０４号 指定管理者の指定について（さいたま市大宮ふれあい福祉センター）

        （所管課所・保健福祉局福祉部福祉総務課）

  さいたま市大宮ふれあい福祉センターの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるも

の。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

 ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

 ⑵ 名 称 さいたま市大宮ふれあい福祉センター 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

   ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介 
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３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで

議案第２０５号 指定管理者の指定について（グリーンヒルうらわ） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課）

  グリーンヒルうらわの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 

市内緑区馬場１丁目７番地１ 

きんもくせい 

ぎんもくせい

グリーンヒルうらわ・デイサービスセンター

グリーンヒルうらわ・在宅介護支援センター

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

   ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２０６号 指定管理者の指定について（さいたま市老人福祉センター和楽荘等） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課）

  さいたま市老人福祉センター和楽荘等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるも

の。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 

市内緑区大字三室２４５８番地 和楽荘

市内桜区大字下大久保７２７番地１ 寿楽荘

市内大宮区東町２丁目１０５番地 あずま荘

市内見沼区大字膝子１１５１番地１ 東楽園

市内北区日進町１丁目８００番地１０５ しもか荘

市内中央区下落合５丁目１１番１２号 いこい荘

市内西区大字西遊馬５３３番地１ 馬宮荘

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

   ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２０７号 指定管理者の指定について（さいたま市老人福祉センター槻寿苑及びさいたま

市槻寿苑デイサービスセンター） 

     （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課）
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  さいたま市老人福祉センター槻寿苑及びさいたま市槻寿苑デイサービスセンターの管理を指

定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 

市内岩槻区大字笹久保１３９３番地 
槻寿苑 

さいたま市槻寿苑デイサービスセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

   ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２０８号 指定管理者の指定について（さいたま市健康福祉センター西楽園） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課）

  さいたま市健康福祉センター西楽園の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

 ⑴ 所在地 市内西区大字宝来６０番地１ 

 ⑵ 名 称 さいたま市健康福祉センター西楽園 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 東京都台東区台東一丁目２７番１号 

   ⑵ 名 称 シンコースポーツ株式会社

   ⑶ 代表者 代表取締役 石崎 克己

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２０９号 指定管理者の指定について（さいたま市年輪荘） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課）

  さいたま市年輪荘の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 

市内緑区大字中尾１４０４番地 
養護老人ホーム 

老人デイサービスセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内緑区原山３丁目１５番３１号 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人埼玉県共済会 

   ⑶ 代表者 理事長 堀江 敏雄 

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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議案第２１０号 指定管理者の指定について（さいたま市大砂土デイサービスセンター） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課）

  さいたま市大砂土デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求める

もの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

 ⑴ 所在地 市内北区今羽町６３７番地１ 

 ⑵ 名 称 さいたま市大砂土デイサービスセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内見沼区大字片柳１２９８番地 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人欣彰会 

   ⑶ 代表者 理事長 漆原 彰 

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２１１号 指定管理者の指定について（さいたま市上峰デイサービスセンター） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課）

  さいたま市上峰デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるも

の。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

 ⑴ 所在地 市内中央区上峰３丁目１０番６号 

 ⑵ 名 称 さいたま市上峰デイサービスセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内中央区新中里２丁目８番６号 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人明日栄会 

   ⑶ 代表者 理事長 金子 光子 

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２１２号 指定管理者の指定について（さいたま市与野本町デイサービスセンター） 

     （所管課所・保健福祉局福祉部高齢福祉課）

  さいたま市与野本町デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求め

るもの。 

 （内容） 

１ 管理を行わせる施設 

 ⑴ 所在地 市内中央区本町東４丁目７番２０号 

 ⑵ 名 称 さいたま市与野本町デイサービスセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷３８番地 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人毛呂病院 

   ⑶ 代表者 理事長 丸木 清之 
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３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２１３号 指定管理者の指定について（障害者福祉施設みのり園） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

障害者福祉施設みのり園の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

⑴ 所在地 市内西区三橋６丁目１５８７番地

⑵ 名 称 障害者福祉施設みのり園 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

   ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２１４号 指定管理者の指定について（さいたま市大崎むつみの里） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

さいたま市大崎むつみの里の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

⑴ 所在地 市内緑区大字大崎３７番地１

⑵ 名 称 さいたま市大崎むつみの里 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

   ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介 

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２１５号 指定管理者の指定について（さいたま市障害者福祉施設春光園） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

さいたま市障害者福祉施設春光園の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

所 在 地 名   称 

市内見沼区宮ヶ谷塔１丁目２８０番地 けやき 

市内西区大字佐知川２９９番地１６ うえみず 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 
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   ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２１６号 指定管理者の指定について（さいたま市槻の木（槻の木及び第２やまぶき）） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

さいたま市槻の木（槻の木及び第２やまぶき）の管理を指定管理者に行わせるため、議決を

求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

所 在 地 名   称 

市内岩槻区大字黒谷１１３５番地２ 槻の木 

市内岩槻区大字黒谷１２８２番地１ 第２やまぶき 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

   ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２１７号 指定管理者の指定について（さいたま市槻の木（第１やまぶき）） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

さいたま市槻の木（第１やまぶき）の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

⑴ 所在地 市内岩槻区古ヶ場２丁目１番地１１

⑵ 名 称 第１やまぶき 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

   ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２１８号 指定管理者の指定について（さいたま市みずき園） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

さいたま市みずき園の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

⑴ 所在地 市内中央区大戸２丁目７番２１号

⑵ 名 称 さいたま市みずき園 

２ 指定管理者に指定する団体 
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   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

   ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２１９号 指定管理者の指定について（さくら草学園等） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

さくら草学園等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

所 在 地 名   称 

市内浦和区領家１丁目５番１６号 さくら草学園

市内中央区大戸２丁目７番１７号 さいたま市杉の子園 

市内見沼区春野２丁目３番５号 さいたま市はるの園 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

   ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２２０号 指定管理者の指定について（さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター） 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

さいたま市大砂土障害者デイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせるため、議決を

求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

⑴ 所在地 市内北区本郷町１７番地７

⑵ 名 称 さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター 

２ 指定管理者に指定する団体 

   ⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

   ⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

   ⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２２１号 指定管理者の指定について（さいたま市母子生活支援施設） 

        （所管課所・子ども未来局子ども育成部子育て支援課） 

さいたま市母子生活支援施設の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設
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   ⑴ 所在地 市内浦和区

   ⑵ 名 称 けやき荘

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

⑵ 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

⑶ 代表者 理事長 渡邉 陽介 

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２２２号 指定管理者の指定について（さいたま市盆栽四季の家等） 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課） 

さいたま市盆栽四季の家等の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

所 在 地 名    称

市内北区盆栽町２６７番地１ さいたま市盆栽四季の家

市内浦和区常盤９丁目３０番５号 恭慶館

市内大宮区高鼻町２丁目２６２番地１ 氷川の杜文化館

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内南区根岸１丁目７番１号 

⑵ 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

⑶ 代表者 理事長 青木 康高 

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２２３号 指定管理者の指定について（さいたま市文化センター） 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課） 

さいたま市文化センターの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

   ⑴ 所在地 市内南区根岸１丁目７番１号

   ⑵ 名 称 さいたま市文化センター

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内南区根岸１丁目７番１号 

⑵ 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

⑶ 代表者 理事長 青木 康高 

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２２４号 指定管理者の指定について（さいたま市民会館うらわ） 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課） 

さいたま市民会館うらわの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 
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  １ 管理を行わせる施設

   ⑴ 所在地 市内浦和区仲町２丁目１０番２２号

   ⑵ 名 称 さいたま市民会館うらわ

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内南区根岸１丁目７番１号 

⑵ 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

⑶ 代表者 理事長 青木 康高 

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

議案第２２５号 指定管理者の指定について（さいたま市民会館おおみや） 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課） 

さいたま市民会館おおみやの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

   ⑴ 所在地 市内大宮区下町３丁目４７番地８

   ⑵ 名 称 さいたま市民会館おおみや

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内南区根岸１丁目７番１号 

⑵ 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

⑶ 代表者 理事長 青木 康高 

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

議案第２２６号 指定管理者の指定について（さいたま市民会館いわつき） 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局スポーツ文化部文化振興課） 

さいたま市民会館いわつきの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設

   ⑴ 所在地 市内岩槻区太田３丁目１番１号

   ⑵ 名 称 さいたま市民会館いわつき

２ 指定管理者に指定する団体 

⑴ 所在地 市内南区根岸１丁目７番１号 

⑵ 名 称 公益財団法人さいたま市文化振興事業団 

⑶ 代表者 理事長 青木 康高 

３ 指定する期間 

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２２７号 指定管理者の指定について（氷川住宅及びシビック住宅天沼） 

        （所管課所・建設局建築部住宅課）

  氷川住宅及びシビック住宅天沼の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 
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１ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 

市内大宮区下町３丁目８番地８ 氷川住宅 

市内大宮区天沼町２丁目９１３番地４ シビック住宅天沼 

２ 指定管理者に指定する団体

   ⑴ 所在地 市内浦和区仲町３丁目１２番１０号 

   ⑵ 名 称 埼玉県住宅供給公社 

   ⑶ 代表者 理事長 前田 一彦 

３ 指定する期間 

    平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

議案第２２８号 町の区域を新たに画し及び変更することについて 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局区政推進室） 

  土地区画整理事業の工事の完了に伴い、緑区大字大間木及び緑区大字三室の各一部の区域に

新たに「大間木１丁目、２丁目及び３丁目」を付すとともに、整備された道路境界に合わせて

町の区域を変更するため、議決を求めるもの。 

議案第２２９号 当せん金付証票の発売について 

        （所管課所・財政局財政部財政課）

  平成２７年度における当せん金付証票（宝くじ）を１０５億円の範囲内において発売するた

め、議決を求めるもの。

≪道路議案≫

議案第２３０号 市道路線の認定について 

        （所管課所・建設局土木部土木総務課）

 （内容）

    一般   ３路線

    開発   ７路線  計１０路線

議案第２３１号 市道路線の廃止について 

        （所管課所・建設局土木部土木総務課）

 （内容）

    一般   １路線

    開発   ２路線  計３路線

≪人事議案≫

議案第２３２号～議案第２３５号 人権擁護委員候補者の推薦について 

        （所管課所・総務局総務部総務課）

  人権擁護委員候補者として推薦するため、意見を求めるもの。
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補 正 予 算 議 案 の 概 要
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平成２６年度さいたま市指扇土地区画整理事業特別会計補正予算
（第１号）

平成２６年度さいたま市南平野土地区画整理事業特別会計補正予算
（第１号）

平成２６年度さいたま市大門下野田特定土地区画整理事業特別会計
補正予算（第１号）

平成２６年度さいたま市下水道事業会計補正予算（第１号）

平成２６年度さいたま市食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計
補正予算（第１号）

１８３ 号

１８１ 号
平成２６年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号）

平成２６年度さいたま市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）号１８２

１８０ 号 平成２６年度さいたま市一般会計補正予算（第７号）

号



１ 補正予算の特徴

(１) 国の補助基準の変更に伴い、幼稚園児の保護者に対する補助金を増額

します。
① 幼稚園就園奨励事業(698,672千円)(Ｐ10)

(２) 曲本保育園及び下木崎保育園の安全を確保し、継続的に運営するた

め、施設整備等に着手します。
① 保育所管理運営事業(179,795千円)【債務負担行為】(限度額253,772千円)(Ｐ10)

(３) 浦和高等学校及び大宮北高等学校の定員の増に伴う普通教室等への改

修修繕等を行います。
① 高等学校管理運営事業(高校教育課)(1,666千円)(Ｐ18)

② 施設等維持管理事業(高校教育課)(29,252千円)(Ｐ19)

(４) 理科教育の充実を図るため、市立高等学校４校において理科備品を購

入します。
① 各教科教材整備事業(8,545千円)(Ｐ19)

(５) 舘岩少年自然の家の耐震補強工事及び改修工事を行います。
① 少年自然の家管理運営事業(6,165千円)(Ｐ20)

１ 福祉・教育の充実

(１) 本市のスポーツ振興や地域経済の活性化等を図る２０１５ツール・

ド・フランスさいたまクリテリウムの開催に向けて準備に着手します。
① 国際自転車競技大会開催事業(5,000千円)【債務負担行為】(限度額325,000千円)(Ｐ15)

(２) 埼玉県緊急雇用創出基金を活用して、無業状態にある若年者の職業的

自立を支援します。
① 雇用対策推進事業(980千円)【債務負担行為】(限度額11,987千円)(Ｐ14)

(３) 農地法一部改正に伴い、農地台帳システムの改修・整備を行います。
① 農業委員会運営事業(5,400千円)(Ｐ15)

(４) 道路、排水路及び管きょ事業について、年度末から年度始めにかけて

切れ目のない発注を行います。
① 道路修繕工事【債務負担行為】(限度額277,000千円)(Ｐ23)

② 排水路補修工事【債務負担行為】(限度額44,000千円)(Ｐ24)

③ 下水道施設緊急修繕【債務負担行為】(限度額111,000千円)(Ｐ26)

２ 地域経済・産業の活性化
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２ 補正予算の概要

（１）　総括表

（単位：千円）

補正前の額 補正額 合計

471,024,099 990,148 472,014,247

国 民 健 康 保 険 事 業 117,973,345 13,884 117,987,229

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 19,535,000 19,535,000

介 護 保 険 事 業 73,333,528 110,158 73,443,686

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 67,773 67,773

食肉中央卸 売市 場及 びと 畜場 事業 352,000 1,500 353,500

用 地 先 行 取 得 事 業 934,000 934,000

大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業 2,039,000 1,500 2,040,500

深 作 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業 17,000 17,000

東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業 2,029,000 2,029,000

浦和東部第一特定土地区画整理事業 2,012,000 2,012,000

南 与 野 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 748,000 748,000

指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業 628,000 2,500 630,500

江 川 土 地 区 画 整 理 事 業 542,000 542,000

南 平 野 土 地 区 画 整 理 事 業 23,000 500 23,500

大門下野田 特定 土地 区画 整理 事業 41,000 2,500 43,500

公 債 管 理 97,146,000 97,146,000

計 317,420,646 132,542 317,553,188

企 水 道 事 業 46,963,085 46,963,085

業 病 院 事 業 19,029,453 19,029,453

会 下 水 道 事 業 51,298,633 51,298,633

計 計 117,291,171 0 117,291,171

905,735,916 1,122,690 906,858,606

会 計 名

一 般 会 計

特

別

会

計

合 計
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（２）　一般会計補正予算の概要

（歳　入） （単位：千円）

補正前の額 補正額 合計

1 市 税 221,513,304 221,513,304

2 地 方 譲 与 税 2,955,701 2,955,701

3 利 子 割 交 付 金 417,000 417,000

4 配 当 割 交 付 金 656,000 656,000

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 129,000 129,000

6 地 方 消 費 税 交 付 金 14,282,000 14,282,000

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 73,000 73,000

8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 1 1

9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 683,001 683,001

10 軽 油 引 取 税 交 付 金 5,889,001 5,889,001

11 地 方 特 例 交 付 金 915,000 915,000

12 地 方 交 付 税 6,007,000 6,007,000

13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 424,000 424,000

14 分 担 金 及 び 負 担 金 4,527,057 4,527,057

15 使 用 料 及 び 手 数 料 6,385,331 6,385,331

16 国 庫 支 出 金 82,118,109 262,850 82,380,959

17 県 支 出 金 16,675,369 6,408 16,681,777

18 財 産 収 入 1,095,765 1,095,765

19 寄 附 金 219,761 219,761

20 繰 入 金 11,196,855 11,196,855

21 繰 越 金 2,572,594 833,790 3,406,384

22 諸 収 入 31,039,350 31,039,350

23 市 債 61,249,900 △ 112,900 61,137,000

471,024,099 990,148 472,014,247

款

歳  入  合  計
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（歳　出） （単位：千円）

補正前の額 補正額 合計

1 議 会 費 1,682,857 1,682,857

2 総 務 費 44,653,662 △ 230,436 44,423,226

3 民 生 費 170,510,872 1,038,108 171,548,980

4 衛 生 費 52,763,370 101,905 52,865,275

5 労 働 費 610,783 980 611,763

6 農 林 水 産 業 費 1,622,700 6,900 1,629,600

7 商 工 費 16,316,510 5,000 16,321,510

8 土 木 費 83,637,980 7,000 83,644,980

9 消 防 費 16,866,460 5,221 16,871,681

10 教 育 費 33,995,477 55,470 34,050,947

11 災 害 復 旧 費 5 5

12 公 債 費 48,163,423 48,163,423

13 予 備 費 200,000 200,000

471,024,099 990,148 472,014,247

款

歳　出　合　計
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（３）　各事業の概要
一般会計

№ 局　名 課 所 室 名 事 務 事 業 名 ページ

1 総務局 職員課 職員福利厚生事業

2 政策局 情報システム課 情報化推進事業

3 財政局 収納調査課 市税還付金及び還付加算金

4 総務局 防災課 防災対策事業

5 保健福祉局 障害福祉課 障害者施設整備事業

6 保健福祉局 高齢福祉課 老人福祉センター等管理運営事業

7 子ども未来局 幼児政策課 幼稚園就園奨励事業

8 子ども未来局 保育課 保育所管理運営事業

9 保健福祉局 高齢福祉課 介護保険事業特別会計繰出金（高齢福祉課）

10 保健福祉局 介護保険課 介護保険事業特別会計繰出金（介護保険課）

11 保健福祉局 国民健康保険課 国民健康保険事業特別会計繰出金

12 保健福祉局 国民健康保険課外6課 国民健康保険事業特別会計繰出金外6事業

13 保健福祉局 大宮聖苑管理事務所 大宮聖苑管理運営事業

14 保健福祉局 高等看護学院 高等看護学院管理運営事業

15 環境局 新クリーンセンター建設準備室 新クリーンセンター整備事業

16 経済局 労働政策課 雇用対策推進事業

17 農業委員会事務局 農業振興課 農業委員会運営事業

18 市民・スポーツ文化局 スポーツイベント室 国際自転車競技大会開催事業

19 消防局 消防施設課 消防施設等維持管理事業

20 消防局 消防施設課 消防施設等整備事業

21 教育委員会事務局 指導１課 国際理解教育推進事業

22 教育委員会事務局 学事課 教育扶助事業［小］

23 教育委員会事務局 学事課 教育扶助事業［中］

24 教育委員会事務局 高校教育課 高等学校管理運営事業（高校教育課）

25 教育委員会事務局 高校教育課 施設等維持管理事業（高校教育課）

26 教育委員会事務局 高校教育課 各教科教材整備事業

27 教育委員会事務局 舘岩少年自然の家 少年自然の家管理運営事業 20

一般会計（継続費）

№ 局　名 課 所 室 名 事 業 名 ページ

- 総務局 防災課 防災行政無線（移動系）デジタル化再構築整備事業 8

- 保健福祉局 高齢福祉課 老人憩いの家高戸荘解体事業 9

- 保健福祉局 高等看護学院 高等看護学院設計事業 13

- 教育委員会事務局 舘岩少年自然の家 自然の家本館・体育館外耐震補強及び改修事業 20

18

19

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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一般会計（繰越明許費）

№ 局　名 課 所 室 名 事 業 名 ページ

- 政策局 情報システム課 情報化推進事業

- 市民・スポーツ文化局 区政推進室 支所等管理運営事業

- 経済局 観光政策課 観光推進対策事業

- 消防局 消防施設課 消防施設等維持管理事業

- 消防局 消防施設課 消防施設等整備事業

一般会計（債務負担行為）

№ 局　名 課 所 室 名 事 項 名 ページ

28 市民・スポーツ文化局 文化振興課 文化会館（文化センター外１施設）管理業務

28 市民・スポーツ文化局 文化振興課 文化会館（市民会館うらわ外１施設）管理業務

28 市民・スポーツ文化局 文化振興課 伝統文化施設（恭慶館外２施設）管理業務

29 保健福祉局 福祉総務課 浦和ふれあい館及び大宮ふれあい福祉センター管理業務

30 保健福祉局 障害福祉課 大崎むつみの里外１１施設管理業務

31 保健福祉局 高齢福祉課 年輪荘外１３施設管理業務

32 子ども未来局 子育て支援課 けやき荘管理業務 23

- 子ども未来局 保育課 下木崎保育園移転整備事業 10

- 経済局 労働政策課 若年者職業的自立支援事業 14

- 市民・スポーツ文化局 スポーツイベント室 ２０１５ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム開催事業 15

33 建設局 道路環境課 道路修繕工事 23

34 建設局 下水道維持管理課 排水路補修工事

35 建設局 住宅課 氷川住宅及びシビック住宅天沼管理業務

特別会計

№ 局　名 課 所 室 名 会　計　名 ページ

36 総務局 職員課 国民健康保険事業特別会計外6会計

37 保健福祉局 国民健康保険課 国民健康保険事業特別会計

38 保健福祉局 高齢福祉課外1課 介護保険事業特別会計 26

企業会計

№ 局　名 課 所 室 名 会　計　名 ページ

39 建設局 下水道維持管理課 下水道事業会計 26

20

25

16

21

22

24
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

21 -

＜主な事業＞

１　被用者年金制度の一元化に伴うシステム改修 　[参考]

　　事業スケジュール

　標準報酬制への移行に伴う保険料の算定及び異動報告 　　・平成27年3月 　システム改修完了

データの作成等に対応するため、人事･給与システムの 　　・平成27年4月 　埼玉県市町村職員共済組合の受入

改修を実施する。 　　　　　　　　　　テスト実施

　　・平成27年10月　一部改正法の施行

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

21 16款

＜主な事業＞

１　中間サーバー・プラットフォーム整備運用に係る負 　[参考]

　担金 　　事業スケジュール　　

　中間サーバー・プラットフォームの整備運用に係る負 　　・平成26年度～   中間サーバー整備

担金を支出する。 　　・平成27年4月～　税・住民記録システム等改修

　　・平成27年10月～ 個人番号付番

　　・平成28年1月～  個人番号カード交付

事務事業名 情報化推進事業 補正額 7,480
局/部/課 政策局/政策企画部/情報システム課

款/項/目 2款 総務費/2項 企画費/1目 企画総務費 予算書Ｐ. 国庫支出金 7,480

＜事業の目的・内容＞

　「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
において他自治体と情報連携を行うため、国が整備する中間サーバー・プラット
フォームに接続します。
　接続に当たり負担金が平成27年1月より発生するため、補正を行うものです。

　職員の元気回復を図り、公務能率の増進に資することを目的として適切な福利
厚生事業を実施します。
　「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律」の施行に伴い、標準報酬制に対応するシステム改修を実施するため、補正
を行うものです。 1,507補正前予算額

9,396

補正前予算額 3,846,642

7,480

＜事業の目的・内容＞

9,396

事務事業名

局/部/課

款/項/目

9,396補正額

一般財源

職員福利厚生事業
総務局/人事部/職員課

予算書Ｐ.2款 総務費/1項 総務管理費/5目 人事管理費
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

21 -

＜主な事業＞

１　市税等の還付金及び還付加算金 　[参考]

　減額更正による多額の還付金が発生したため、還付加 　　事業スケジュール

算金を含めて還付する。 　　・引き続き、適正に市税等を還付

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

21 23款

-

＜主な事業＞

１　防災行政無線整備事業

　移動系防災行政無線で使用予定の周波数について、国

からの当初予定していた割り当てが変更となったことに 　<継続費の変更>

より、近隣自治体との混信対策が新たに必要となったた

め、工事の仕様を見直し、継続費を変更して工期を延長

する。

　[参考]

　　事業スケジュール

　　・平成26年度　　工事

　　・平成27年度末　工事完了

100,000

防災対策事業

款/項/目

局/部/課

△ 347,312 

△ 347,312

補正額

補正前予算額

款/項/目 2款 総務費/3項 徴税費/2目 賦課徴収費 予算書Ｐ. 一般財源 100,000

＜事業の目的・内容＞

　市税等の収納管理を適正に行うため、過誤納金、課税の更正・取消等により生
じる還付金及び還付加算金を還付及び充当します。
　市税の過誤納等により生じる還付金が当初見込みを上回ったため、補正を行う
ものです。

補正前予算額 800,000

事務事業名 市税還付金及び還付加算金 補正額

1,149,676

　さいたま市被害想定調査の結果による避難者数を基に、計画的な分散備蓄に努
めるとともに、仮設トイレ及び災害用マンホール型トイレを配置し、更に、防災
行政無線の電波の統合やデジタル化による機能の拡充を行い、災害に強い無線シ
ステムを構築します。
　防災行政無線整備事業において、当初設計時から電波利用計画が変更となった
ことから一部不感地帯の解消に伴い工期を延長するため、補正を行うものです。

総務局/危機管理部/防災課

△ 347,300 市債2款 総務費/9項 危機管理費/1目 防災総務費 予算書Ｐ.

＜事業の目的・内容＞ △ 12 一般財源

100,000
局/部/課 財政局/債権整理推進部/収納調査課

事務事業名

0

0

30

30
H25

防 災 行政 無線
（ 移 動 系 ）
デ ジ タ ル 化
再構築整備事業

補正前

補正後

495,230

495,230

0

0

495,200

495,200

-

347,312

1,238,811

1,238,811

1,238,700 0 111

1,238,700 0 111

国県支出金

財源内訳
事業名 年度 年割額

743,581

396,269
H26

地方債 その他 一般財源

743,500 0

H27

計

補正前

補正後

補正前

補正後

補正前

補正後

81

396,200 0 69

- - -

347,300 0 12

0

0

-

0

0

0
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

21 16款

23款

-

＜主な事業＞

１　障害者施設整備事業 　[参考]

　特別支援学校の生徒が卒業後に利用することが見込ま 　　事業スケジュール

れる通所施設の新設を予定する事業者に対して、補助金 ・平成27年1月　交付申請等手続

を追加交付する。 ・平成27年3月　補助金交付

２　グループホーム等設置促進補助事業

　障害者が自ら選択した地域で生活することができるグ

ループホームの新設を予定する事業者に対して、補助金

を追加交付する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

21 -

＜主な事業＞

１　老人憩いの家高戸荘解体工事 　[参考]

　　事業スケジュール

・平成27年3月　 解体工事着工

・平成27年7月　 解体工事完了

　<継続費の設定>

款/項/目 3款 民生費/3項 老人福祉費/3目 老人福祉施設費 予算書Ｐ. 一般財源 6,891

＜事業の目的・内容＞

　老人福祉センター等の指定管理者による管理運営、公共建築物定期点検、施設
修繕等を行い、施設利用者へのサービス向上を図ります。
　現在休止中の老人憩いの家高戸荘の廃止に伴い、解体工事を実施する必要があ
るため、補正を行うものです。

補正前予算額 725,834

32,570

4,110

事務事業名 老人福祉センター等管理運営事業 補正額 6,891
局/部/課 保健福祉局/福祉部/高齢福祉課

＜事業の目的・内容＞ 市債 14,600

　障害者福祉施設の整備及び維持管理を通じて、安定的な障害福祉サービスの提
供を図ります。
　国庫補助金の基準単価の改定に伴い、障害福祉施設の新設を予定する事業者に
対して補助金を追加交付するため、補正を行うものです。

一般財源 3,873

補正前予算額 30,354

事務事業名 障害者施設整備事業 補正額 36,680
局/部/課 保健福祉局/福祉部/障害福祉課

款/項/目 3款 民生費/2項 障害者福祉費/3目 障害者福祉施設費 予算書Ｐ. 国庫支出金 18,207

6,891

26
27
計 34,452 0 0 0

6,891
0 27,561

年 割 額
財 源 内 訳
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

0

事　業　名

老 人 憩 い の 家
高戸荘解体事業

0 0
6,891 0 0

34,452

年度

27,561
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

21 16款

-

＜主な事業＞

１　幼稚園就園奨励費補助金 　[参考]

　幼稚園を通じて園児の保護者に対し、国の基準どおり 　　事業スケジュール

に幼稚園就園奨励費補助金を交付する。 　　・平成26年12月　補助金交付申請の受付締切

　　・平成27年1月　 補助金交付

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

21 23款

-

＜主な事業＞

１　曲本保育園土地・建物の取得 　[参考]

　土地・建物所有者の相続発生に伴い、譲渡処分の意向 　　事業スケジュール

が示されたため、土地・建物を取得する。 　　・平成26年度　土地賃貸借契約

　[参考] 　　　　　　　　　建物賃貸借契約

　　事業スケジュール 　　・平成27年度　設計・建設工事着手

　　・平成26年度　土地・建物取得 　　・平成28年度　建設工事完成、利用開始

２　債務負担行為の設定

局/部/課 子ども未来局/保育部/保育課

698,672

179,795

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 予算書Ｐ. 市債 138,600

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 41,195

　児童福祉法第24条に基づく保育の実施を行い、公立保育園の管理運営を行いま
す。
　入所児童の安心安全を確保する観点から、耐震化が必要な曲本保育園について
は、土地・建物所有者より譲渡処分の意向が示されたことに伴い、土地・建物取
得のため、補正を行うものです。また、下木崎保育園については、建物所有者よ
り耐震化工事を実施しないとの意向が示されたことに伴い、早急に移転する必要
があるため、債務負担行為として補正を行うものです。

補正前予算額 3,003,181

事務事業名 保育所管理運営事業 補正額 179,795

事務事業名 幼稚園就園奨励事業 補正額 698,672
局/部/課 子ども未来局/保育部/幼児政策課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 予算書Ｐ. 国庫支出金 232,891

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 465,781

　幼稚園児を持つ保護者に対して保育料の一部を助成することにより、保護者の
教育費負担を軽減し、幼児の幼稚園への就園を奨励します。
　国の通知により、低所得者世帯の保護者負担軽減と多子世帯の保護者負担軽減
の拡充を目的として、幼稚園就園奨励費補助金に係る補助単価の引上げと補助対
象の拡大があったことに伴い、国の基準どおりに補助金を支給するため、補正を
行うものです。

補正前予算額 2,459,308

<債務負担行為>

事　　項 期　　間 限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

下木崎保育園移転整備事業
平成26年度から
平成33年度まで

253,772 0 0 0 253,772
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 -

＜主な事業＞

１　地域支援事業費に係る繰出金 　[参考]

　さいたま市生活支援ショートステイ事業に係る費用の 　　事業スケジュール

市負担分（事業費の19.75%）を一般会計から介護保険事 ・平成26年度中　介護保険事業特別会計に繰出し

業特別会計に繰出しを行う。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 -

＜主な事業＞

１　介護保険システム改修に係る繰出金 　[参考]

　介護保険システム改修に係る費用を一般会計から介護 　　事業スケジュール

保険事業特別会計に繰出しを行う。 ・平成26年度中　介護保険事業特別会計に繰出し

97,224

款/項/目 3款 民生費/6項 介護保険費/1目 介護保険費 予算書Ｐ. 一般財源 97,224

＜事業の目的・内容＞

　保険給付費の市負担分並びに介護保険事業運営に係る職員人件費及び事務費に
充当するため、介護保険事業特別会計へ一般会計から繰出しを行います。
  平成27年4月以降の介護保険制度改正の施行に対応した介護保険システムの改修
を行うため、補正を行うものです。

補正前予算額 10,228,359

1,962

事務事業名 介護保険事業特別会計繰出金（介護保険課） 補正額 97,224
局/部/課 保健福祉局/福祉部/介護保険課

款/項/目 3款 民生費/6項 介護保険費/1目 介護保険費 予算書Ｐ. 一般財源 1,962

＜事業の目的・内容＞

　地域支援事業費の市負担分並びに介護保険事業運営に係る事務費に充当するた
め、介護保険事業特別会計へ一般会計から繰出しを行います。
  さいたま市生活支援ショートステイ事業について利用者の増加により予算の不
足が見込まれるため、補正を行うものです。

補正前予算額 370,205

事務事業名 介護保険事業特別会計繰出金（高齢福祉課） 補正額 1,962
局/部/課 保健福祉局/福祉部/高齢福祉課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 -

＜主な事業＞

１　国民健康保険事業特別会計への繰出し 　[参考]

　コンビニ収納代行手数料について、一般会計から国民 　　事業スケジュール

健康保険事業特別会計に繰出しを行う。 ・平成26年度中　国民健康保険事業特別会計に繰

　　　　　　　　出し

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

-

＜主な事業＞

１　特別会計における職員人件費補正に伴う繰出金

款/項/目 3款 民生費/8項 国民健康保険費/1目 国民健康保険費 予算書Ｐ. 一般財源 1,884

1,884

＜事業の目的・内容＞

　国民健康保険事業を行うに当たっての事務経費、人件費、出産育児一時金の費
用の一部などの諸経費について、一般会計から繰出しを行います。
　コンビニ収納の方法による納付件数が見込みを上回り、手数料の不足が見込ま
れるため、補正を行うものです。

補正前予算額 7,025,518

補正前予算額 －

事務事業名 国民健康保険事業特別会計繰出金外6事業 補正額 23,500
局/部/課 保健福祉局/福祉部/国民健康保険課外6課

款 3･6･8款 一般財源 23,500

＜事業の目的・内容＞

　特別会計の一部において、職員構成の変動等に伴い職員人件費が不足すること
となったため、特別会計繰出金の補正を行うものです。

事務事業名 国民健康保険事業特別会計繰出金 補正額 1,884
局/部/課 保健福祉局/福祉部/国民健康保険課

23、25予算書Ｐ.民生費、農林水産業費、土木費

繰出金 補正額

国民健康保険事業特別会計繰出金 12,000

介護保険事業特別会計繰出金 3,000

食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計繰出金 1,500

大宮駅西口都市改造事業特別会計繰出金 1,500

指扇土地区画整理事業特別会計繰出金 2,500

南平野土地区画整理事業特別会計繰出金 500

大門下野田特定土地区画整理事業特別会計繰出金 2,500

計 23,500
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 -

＜主な事業＞

１　光熱水費      　　　

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 23款

-

＜主な事業＞

１　高等看護学院基本設計業務 　[参考]

　(1)　継続費の廃止及び委託料の再計上 　　事業スケジュール

　　　基本設計・実施設計業務委託料(継続費) 　　・平成26年度　基本設計業務

　　・平成27年度　実施設計業務

　　　地質調査業務委託料

　　　基本設計業務委託料

△ 6,104

△ 31,304

△ 33,600

△ 2,200

4,496

　看護師養成施設の管理運営を行うとともに、社会に貢献できる有能な看護師の
養成を目的として看護教育を行います。
　高等看護学院は単独での建て替えを計画していましたが、隣接する市立病院の
再整備において、建設コストの抑制と工期短縮を図るために病院施設との複合化
による再整備を行うことに変更しました。そのため、継続費を廃止し、改めて基
本設計委託料を予算措置することから、補正を行うものです。

補正前予算額 72,058

事務事業名 大宮聖苑管理運営事業 補正額 4,689
局/部/課 保健福祉局/保健部/大宮聖苑管理事務所

款/項/目 4款 衛生費/1項 保健衛生費/6目 葬祭霊園費 予算書Ｐ. 一般財源 4,689

補正前予算額 260,437

4,689

事務事業名 高等看護学院管理運営事業 補正額 △ 31,304
局/部/課 保健福祉局/保健部/高等看護学院

款/項/目 4款 衛生費/1項 保健衛生費/7目 高等看護学院費 予算書Ｐ. 市債 △ 25,200

＜事業の目的・内容＞ 一般財源

＜事業の目的・内容＞

　火葬施設について、施設の保守、火葬炉の運転、会葬者への対応等各部門にお
いて慎重かつ十分な対応を行い、市民が安心して施設を利用できるよう、適正な
維持管理を実施します。
　ガス料金の単価増及び浦和斎場の耐震補強工事による火葬業務縮小に伴い、当
苑の利用実績が例年を上回ったことにより、当初予算で計上した光熱水費に不足
が見込まれるため、補正を行うものです。

＜継続費の廃止＞

国県支出金 地方債 その他 一般財源
補正前 33,600 0 25,200 0 8,400
補正後 － － － － －
補正前 26,800 0 20,100 0 6,700
補正後 － － － － －
補正前 60,400 0 45,300 0 15,100
補正後 － － － － －

事業名 年度 年割額
財源内訳

高等看護学院
設 計 事 業

26

27

計

-13-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 23款

-

＜主な事業＞

１　新クリーンセンター建設工事 　[参考]

　平成27年度の本格稼働を目指し、施設建設工事を引き 　　事業スケジュール

続き行う。 ・平成27年1月 工事請負業者と仮契約締結

・平成27年2月議会 議決事項の一部（契約金額）変更

・平成27年3月 工事請負業者と本契約締結

・平成27年3月末日 新クリーンセンター竣工

・平成27年4月 新クリーンセンター供用開始

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 17款

＜主な事業＞

１　若年者職業的自立支援事業 980 　[参考]

　地域若者サポートステーションと連携した、若年者職 　　事業スケジュール

業的自立支援事業として、臨床心理士等による心理カウ 　　・平成27年2月下旬　　　　　　契約締結

ンセリング、各種セミナー等による職業意識の啓発、保 　　・平成27年3月～平成28年3月　 事業期間

護者対象セミナーや情報交換会、就業体験事業、就農体

験事業及び訪問支援を行う。

２　債務負担行為の設定

款/項/目 4款 衛生費/2項 清掃費/5目 施設整備費 予算書Ｐ. 市債 96,300

事務事業名 新クリーンセンター整備事業 補正額 128,520
局/部/課 環境局/施設部/新クリーンセンター建設準備室

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 32,220

　市民のリサイクル活動機能を備えたリサイクルセンター及び高効率で熱回収し
発電等を行う廃棄物処理施設を整備します。
　施設建設工事期間内の賃金及び物価に急激な変動が生じたことから、工事請負
契約書約款に基づき工事請負業者から契約金額の変更の請求があり、適切な契約
の履行を図るためには契約変更を行う必要があることから、補正を行うもので
す。

補正前予算額 15,527,186

128,520

事務事業名 雇用対策推進事業 補正額 980
局/部/課 経済局/経済部/労働政策課

款/項/目 5款 労働費/1項 労働諸費/1目 労働諸費 予算書Ｐ. 県支出金 980

＜事業の目的・内容＞

　埼玉労働局と連携して「さいたま市ふるさとハローワーク」の運営を中心とし
た各種雇用施策を実施します。また、市独自の支援として、求職者のキャリア
アップや事業所の人材獲得支援等、地域の実情に応じた取組を実施します。
　埼玉県緊急雇用創出基金を活用し、引き続き地域若者サポートステーションと
連携した無業状態にある若年者の職業的自立事業を行うため、補正を行うもので
す。

補正前予算額 191,726

<債務負担行為>

事　　項 期　　間 限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

若年者職業的自立支援事業 平成27年度 11,987 11,987 0 0 0
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 17款

＜主な事業＞

１　農地台帳システム法改正対応業務 　[参考]

　改正農地法に伴い、農地台帳に新たに管理すべき項目 　　事業スケジュール

及び公表に対応するため、既存の農地台帳システムの改    　・平成27年1月 農地台帳システム法改正対応

修及びデータの整備を行う。 業務の委託契約

　   ・平成27年1月～2月システム改修作業及び管理項

目データの整備

　　 ・平成27年3月 農地台帳公表の準備

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

23 -

＜主な事業＞

１　国際自転車競技大会開催事業 　[参考]

　2015ツール・ド・フランスさいたまクリテリウムの開 　　事業スケジュール

催に向けて準備を行う。 ・平成27年1月　2015大会開催合意

　(1)Ａ．Ｓ．Ｏ．との交渉、スポンサーセールス、関 　　　　　　　 開催に向けた準備開始

　　係機関との協議を行い、開催準備を行う。　 ・平成27年3月　2015実行委員会設置

　(2)2015実行委員会を設置し、大会開催に向けた実務 　　　　　　　 2105大会開催契約

　　的な準備を開始する。

　<債務負担行為>

5,000

＜事業の目的・内容＞

　世界最高峰のサイクリングレースである「ツール・ド・フランス」の名を冠し
たイベントを開催することで、本市のスポーツ振興や地域経済の活性化を図ると
ともに、国内外に向けてスポーツ先進都市さいたま市をアピールします。
　2015年度の大会開催について、早期の開催準備に係る経費が必要であるため、
補正を行うものです。 補正前予算額 330,000

5,400

事務事業名 国際自転車競技大会開催事業 補正額 5,000
局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/スポーツ振興課/スポーツイベント室

款/項/目 7款 商工費/1項 商工費/3目 観光費 予算書Ｐ. 一般財源 5,000

＜事業の目的・内容＞

　農業委員会等に関する法律及び農地法その他の法令に基づき、農業委員会の運
営に関する事務及び農地の利用関係調整等に関する事務を執行します。これらの
事務に必要な農地情報は、農地台帳システムにより適正に管理しています。
　平成26年に施行された改正農地法に対応するため、既存の農地台帳システムの
改修及びデータ整備を行う必要があることから、補正を行うものです。 補正前予算額 47,183

事務事業名 農業委員会運営事業 補正額 5,400
局/部/課 農業委員会事務局/農業振興課

款/項/目 6款 農林水産業費/1項 農業費/1目 農業委員会費 予算書Ｐ. 県支出金 5,400

事　　項 期　　間 限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

２０１５ツール・ド・フランス
さいたまクリテリウム開催事業

平成26年度から
平成27年度まで

325,000 0 0 0 325,000
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 23款

-

＜主な事業＞

１　岩槻消防署太田出張所耐震補強工事 　[参考]

　耐震性能の確保されていない岩槻消防署太田出張所の 　　事業スケジュール

耐震補強工事を行う。 ・平成27年2月　工事請負契約

・平成27年3月　耐震補強工事着手

２　岩槻消防署太田出張所耐震補強工事及び太田出張所 ・平成27年8月　耐震補強工事完了

　指令関連装置移設業務【繰越明許費】

　岩槻消防署太田出張所の耐震補強工事と、工事に伴い

必要となる指令関連装置移設の業務委託について、繰越

明許費を設定する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 23款

-

＜主な事業＞

１　常盤分団車庫改築工事 　[参考]

　既存常盤分団車庫を解体し、詰所等の施設機能を備え 　　事業スケジュール

た車庫を建設する。 ・平成27年2月　工事請負契約

・平成27年3月　改築工事着手

２　常盤分団車庫改築工事【繰越明許費】 ・平成27年8月　改築工事完了

　常盤分団車庫改築工事について、繰越明許費を設定す

る。

事務事業名 消防施設等維持管理事業 補正額 3,663
局/部/課 消防局/総務部/消防施設課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 予算書Ｐ. 市債 3,600

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 63

　消防庁舎及び消防団施設等を対象に、建築物の維持管理に関する法令等を遵守
し、安全で衛生的な環境を確保するため、適正な保守点検、修繕、改修等を行う
ことにより、突発的な事故を抑制し、職場環境の安全性を図ります。
　岩槻消防署太田出張所の耐震補強工事について、入札の不調により工事着手が
できず、人件費や資材単価等の工事費上昇が見込まれるため、補正を行うもので
す。

補正前予算額 524,530

3,663

53,920

事務事業名 消防施設等整備事業 補正額 1,558
局/部/課 消防局/総務部/消防施設課

款/項/目 9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費 予算書Ｐ. 市債 1,500

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 58

　消防体制の充実強化及び消防署所を計画的に整備するため、消防庁舎の建設工
事を行います。また、消防団の充実強化に係る事業を推進するため、消防分団車
庫の建設工事及び設計業務等を行います。
　消防分団車庫の施設機能を整備するために行う常盤分団車庫改築工事につい
て、入札の不調により工事着手ができず、人件費や資材単価等の工事費上昇が見
込まれるため、補正を行うものです。

補正前予算額 2,148,031

1,558

38,587
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 -

＜主な事業＞

１　日本語指導員の派遣 　[参考]

　日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学校に日本語 　　事業スケジュール

指導員を派遣する。 　　・平成26年度3学期　日本語指導が必要な児童生徒

 　　　　　　　　　　　の在籍する全ての学校に日本

　　　　　　　　　　　 語指導員を派遣する。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 17款

-

＜主な事業＞

１　就学援助費の支給 　[参考]

　経済的理由で就学困難な児童の保護者に対し、学校生 　　事業スケジュール

活に必要な費用の一部を援助する。 ・平成27年2月　2学期実施分の修学旅行費を支給

・平成27年3月　3学期分の学用品費等を支給

               3学期実施分の修学旅行費を支給

事務事業名 国際理解教育推進事業 補正額 1,944
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/指導１課

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費　 予算書Ｐ. 一般財源 1,944

＜事業の目的・内容＞

　日本語の活用又は生活習慣において困難を伴うおそれがある帰国・外国人児童
生徒に対し、日本語指導員を派遣し、日本語指導・適応指導を実施します。
　現在、当初の予想を上回る児童生徒数が見込まれることから、対象児童生徒が
学校での学習や生活に支障をきたすことがないよう、日本語指導員を継続して派
遣するため、補正を行うものです。 補正前予算額 10,251

1,944

事務事業名 教育扶助事業［小］ 補正額 1,865
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/2目 教育振興費 予算書Ｐ. 県支出金 16

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,849

　経済的理由で就学困難と認められる学齢児童や東日本大震災により被災した学
齢児童の保護者に対し、学校生活に必要な費用の一部を援助し、義務教育の円滑
な実施を図ります。
　就学援助費の支給に係る予算について、消費税の見直しにより国が定める補助
単価が増額されたことに伴い、本市の補助単価についても見直したことから、当
初の見込みを上回るため、補正を行うものです。

補正前予算額 119,230

1,865
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 17款

-

＜主な事業＞

１　就学援助費の支給 　[参考]

　経済的理由で就学困難な生徒の保護者に対し、学校生 　　事業スケジュール

活に必要な費用の一部を援助する。 ・平成27年2月　2学期実施分の修学旅行費を支給

・平成27年3月　3学期分の学用品費等を支給

               3学期実施分の修学旅行費を支給

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 -

＜主な事業＞

１  浦和高等学校及び大宮北高等学校の備品等購入 　[参考]

　　事業スケジュール

　普通教室等で必要な備品及び消耗品を購入する。 　　・平成26年度　備品・消耗品の購入、備品の運搬

　また、大宮西高等学校から浦和高等学校及び大宮北高

等学校へ備品を運搬する。

事務事業名 教育扶助事業［中］ 補正額 6,033
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/学事課

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/2目 教育振興費 予算書Ｐ. 県支出金 12

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 6,021

　経済的理由で就学困難と認められる学齢生徒や東日本大震災により被災した学
齢生徒の保護者に対し、学校生活に必要な費用の一部を援助し、義務教育の円滑
な実施を図ります。
　就学援助費の支給に係る予算について、消費税の見直しにより国が定める補助
単価が増額されたことに伴い、本市の補助単価についても見直したことから、当
初の見込みを上回るため、補正を行うものです。

補正前予算額 187,262

6,033

事務事業名 高等学校管理運営事業（高校教育課） 補正額 1,666
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

款/項/目 10款 教育費/4項 高等学校費/2目 学校管理費 予算書Ｐ. 一般財源 1,666

＜事業の目的・内容＞

　市立高等学校の管理運営に要する経費で、消耗品費、光熱水費、通信運搬費、
非常勤講師に係る報酬等を支払います。
  大宮西高等学校の募集定員の減員に伴い、浦和高等学校及び大宮北高等学校に
おいて、平成27年度は募集定員が40名(1学年1クラス)及び教員が2名増えることか
ら、校舎内の諸室を普通教室等へ改修するための修繕に合わせ、必要な備品等を
購入及び運搬するため、補正を行うものです。

補正前予算額 290,258

1,666
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 -

＜主な事業＞

１  普通教室等への改修修繕 　[参考]

　　事業スケジュール

　　・平成26年度　普通教室等への改修修繕

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 16款

-

＜主な事業＞

１　理科教育設備等備品購入 　[参考]

　　・平成26年度　理科備品の購入

　　　　浦和高校　　生物顕微鏡等

　　　　浦和南高校　万能力学台車実験装置等

　　　　大宮北高校　ガスクロマトグラフ分析装置等

　　　　大宮西高校　顕微鏡等

事務事業名 施設等維持管理事業（高校教育課） 補正額 29,252
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

款/項/目 10款 教育費/4項 高等学校費/2目 学校管理費 予算書Ｐ. 一般財源 29,252

＜事業の目的・内容＞

　市立高等学校の維持管理及び改善のため、各種営繕と改修及び警備業務を始め
とした保守管理委託等を行います。
　大宮西高等学校の募集定員の減員に伴い、浦和高等学校及び大宮北高等学校に
おいて、平成27年度は募集定員が40名(1学年1クラス)増えることから、校舎内の
諸室を普通教室等へ改修する修繕を行うとともに、大宮北高等学校において、理
数科の設置2年目に伴う諸室の改修修繕を実施するため、補正を行うものです。

補正前予算額 279,434

29,252

事務事業名 各教科教材整備事業 補正額 8,545
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

款/項/目 10款 教育費/4項 高等学校費/3目 教育振興費 予算書Ｐ. 国庫支出金 4,272

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 4,273

　市立高等学校において各教科及び図書館の充実を図るために必要な消耗品や備
品を購入します。
　浦和高等学校と大宮西高等学校は、理科備品の老朽化が進み、不具合のある生
徒用顕微鏡と実験用具を購入し、浦和南高等学校と大宮北高等学校は、理科備品
のうち、壊れて使用できないものや、演示実験で必要な実験装置等を購入するた
め、補正を行うものです。

補正前予算額 11,255

8,545
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 23款

-

＜主な事業＞

１　自然の家本館・体育館外耐震補強工事及び改修工事 　[参考]

　　事業スケジュール

　平成27年度の降雪期前までに施設の耐震化を図るため 　　・平成27年3月～12月　耐震補強工事及び改修工事

舘岩少年自然の家の耐震補強工事及び現行の法令に適合

するための既存遡及・改修工事を行う。

事務事業名 少年自然の家管理運営事業 補正額 6,165
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/舘岩少年自然の家

款/項/目 10款 教育費/6項 社会教育費/6目 少年自然の家費 予算書Ｐ. 市債 5,000

6,165

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 1,165

　豊かな自然環境の中で児童生徒の健全育成を図るため、舘岩少年自然の家及び
赤城少年自然の家の維持管理業務を実施します。
　舘岩少年自然の家の耐震補強工事及び自然の家舘岩一本化に向けた新館増築に
伴う既存施設の遡及・改修工事を実施するため、補正を行うものです。

補正前予算額 220,052

（一般会計：繰越明許費追加）　予算書Ｐ.9 （単位：千円）

02 総務費 02 企画費 情報化推進事業 政策局
情報システム
課

252

02 総務費 04
戸籍住
民基本
台帳費

支所等管理運営事業
市民・スポー
ツ文化局

区政推進室 47,848

07 商工費 01 商工費 観光推進対策事業 経済局 観光政策課 20,336

＜繰越理由＞
浦和駅構内の施設整備事業について、工事費の高騰等により、当初の想定よりもＪＲ工事の進捗に遅
れが発生しており、平成26年度中に浦和駅市民の窓口を移転できないことが判明したため。

＜繰越理由＞
浦和駅構内の施設整備事業について、工事費の高騰等により、当初の想定よりもＪＲ工事の進捗に遅
れが発生しており、平成26年度中に浦和観光案内所を移転できないことが判明したため。

款 項 事業名 局名 課所名 金額

＜繰越理由＞
浦和駅構内の施設整備事業について、工事費の高騰等により、当初の想定よりもＪＲ工事の進捗に遅
れが発生しており、平成26年度中に浦和駅市民の窓口を移転できないことが判明したため。

<継続費の設定>

26
27
計 523,381 0 433,900 0

1,165
0 88,316

事 業 費
財 源 内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

0

事 業 名

自然の家本館・
体育館外耐震補
強及び改修事業

0 428,900
6,165 0 5,000

89,481

年度

517,216
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（単位：千円）

10

＜主な事業＞

１　指定管理者の指定に伴う債務負担行為の設定

　<債務負担行為>

（単位：千円）

10

＜主な事業＞

１　指定管理者の指定に伴う債務負担行為の設定 　[参考]

　　事業スケジュール

・平成26年度末まで　平成27年度以降の協定締結

・平成27～31年度　　指定管理者による管理

　<債務負担行為>

＜事業の目的・内容＞

　指定管理者制度により文化会館等の管理運営を委託し、市民文化の向上を図り
ます。
　指定管理期間の満了に伴い平成27年度以降の指定管理者と協定を締結する必要
があることから、債務負担行為として補正を行うものです。

（一般会計：債務負担行為）

事項 浦和ふれあい館及び大宮ふれあい福祉センター管理業務 補正額 債務負担行為の設定

局/部/課 保健福祉局/福祉部/福祉総務課

＜事業の目的・内容＞

　指定管理者制度により、浦和ふれあい館及び大宮ふれあい福祉センターの管理
運営、施設修繕等を行い、施設利用者へのサービス向上を図ります。
　指定管理期間の満了に伴い、平成27年度以降の指定管理者と協定を締結する必
要があることから、債務負担行為として補正を行うものです。

債務負担行為の設定

局/部/課 市民・スポーツ文化局/スポーツ文化部/文化振興課

款/項/目 2款 総務費/1項 総務管理費/14目 生活文化施設費 予算書Ｐ.

事項 文化会館（文化センター外１施設）管理業務外2件 補正額

款/項/目 3款 民生費/1項 社会福祉費/3目 社会福祉施設費 予算書Ｐ.

（一般会計：債務負担行為）

事　　項 期　　間 限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

文化会館（文化センター外１施
設）管理業務

平成26年度から
平成31年度まで

1,703,299 0 0 59,527 1,643,772

文化会館（市民会館うらわ外１
施設）管理業務

平成26年度から
平成27年度まで

221,330 0 0 8,292 213,038

伝統文化施設（恭慶館外２施
設）管理業務

平成26年度から
平成31年度まで

289,329 0 0 1,411 287,918

事　　項 期　　間 限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

浦和ふれあい館及び大宮ふれあ
い福祉センター管理業務

平成26年度から
平成31年度まで

399,877 0 0 0 399,877
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（一般会計：債務負担行為） （単位：千円）

10

＜主な事業＞

１　指定管理者の指定に伴う債務負担行為の設定 　[参考]

　　事業スケジュール

・平成26年度末まで　平成27年度以降の協定締結

・平成27～31年度　　指定管理者による管理

　<債務負担行為>

（一般会計：債務負担行為） （単位：千円）

10

＜主な事業＞

１　指定管理者の指定に伴う債務負担行為の設定 　[参考]

　　事業スケジュール

・平成26年度末まで　平成27年度以降の協定締結

・平成27～31年度　　指定管理者による管理

　<債務負担行為>

事項 大崎むつみの里外１１施設管理業務 補正額 債務負担行為の設定

局/部/課 保健福祉局/福祉部/障害福祉課

＜事業の目的・内容＞

　指定管理者制度により、大崎むつみの里外１１施設の管理運営、施設修繕等を
行い、施設利用者へのサービス向上を図ります。
　指定管理期間の満了に伴い、平成27年度以降の指定管理者と協定を締結する必
要があることから、債務負担行為として補正を行うものです。

款/項/目 3款 民生費/2項 障害者福祉費/3目 障害者福祉施設費 予算書Ｐ.

事項 年輪荘外１３施設管理業務 補正額 債務負担行為の設定

局/部/課 保健福祉局/福祉部/高齢福祉課

＜事業の目的・内容＞

　指定管理者制度により、年輪荘外１３施設の管理運営、施設修繕等を行い、施
設利用者へのサービス向上を図ります。
　指定管理期間の満了に伴い、平成27年度以降の指定管理者と協定を締結する必
要があることから、債務負担行為として補正を行うものです。

款/項/目 3款 民生費/3項 老人福祉費/3目 老人福祉施設費 予算書Ｐ.

65 3,696,692

事　　項 期　　間 限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

大崎むつみの里外１１施設管理
業務

平成26年度から
平成31年度まで

3,696,757 0 0

事　　項 期　　間 限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

年輪荘外１３施設管理業務
平成26年度から
平成31年度まで

3,942,496 0 0 0 3,942,496
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（一般会計：債務負担行為） （単位：千円）

10

＜主な事業＞

１　指定管理者の指定に伴う債務負担行為の設定 　[参考]

　　事業スケジュール

・平成26年度末まで　平成27年度以降の協定締結

・平成27～31年度　　指定管理者による管理

　<債務負担行為>

（一般会計：債務負担行為） （単位：千円）

10

＜主な事業＞

１ 道路修繕工事 　[参考]

　年度末から年度当初にかけて、道路の修繕工事を切れ 　　事業スケジュール

目なく行う。 　　・平成26年度末　　　契約・工事着手

　　・平成27年度上半期　工事完了

　<債務負担行為>

事項 けやき荘管理業務 補正額 債務負担行為の設定

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 予算書Ｐ.

＜事業の目的・内容＞

　配偶者のない女子とその監護すべき児童を入所させて保護する施設である母子
生活支援施設の管理運営を行います。
　指定管理期間の満了に伴い、平成27年度以降の指定管理者と協定を締結する必
要があることから、債務負担行為として補正を行うものです。

事項 道路修繕工事 補正額 債務負担行為の設定

局/部/課 建設局/土木部/道路環境課

款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/2目 道路維持費 予算書Ｐ.

＜事業の目的・内容＞

　道路パトロールや市民からの通報に基づき、舗装や道路付属物などの損傷箇所
を修繕することにより、安心・安全で快適な道路環境を維持します。
　年度末から年度当初にかけて、道路施設を維持するため、債務負担行為として
補正を行うものです。

事　　項 期　　間 限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

道路修繕工事
平成26年度から

平成27年度まで
277,000 0 0 0 277,000

事　　項 期　　間 限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

けやき荘管理業務
平成26年度から
平成31年度まで

260,144 48,885 0 10 211,249
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（一般会計：債務負担行為） （単位：千円）

10

＜主な事業＞

１ 排水路補修工事 　[参考]

　年度末から年度当初にかけて、排水路の補修工事を切 　　事業スケジュール

れ目なく行う。 　　・平成26年度末　　　契約・工事着工

　　・平成27年度上半期　工事完了

　<債務負担行為>

（一般会計：債務負担行為） （単位：千円）

10

＜主な事業＞

１　指定管理者の指定に伴う債務負担行為の設定 　[参考]

　事業スケジュール

・平成26年度末まで　平成27年度以降の協定締結

・平成27～31年度　　指定管理者による管理

　<債務負担行為>

補正額 債務負担行為の設定

局/部/課 建設局/建築部/住宅課

款/項/目 8款 土木費/7項 住宅費/1目 住宅管理費 予算書Ｐ.

事項 排水路補修工事 補正額 債務負担行為の設定

局/部/課 建設局/下水道部/下水道維持管理課

款/項/目 8款 土木費/3項 河川費/3目 都市下水路費 予算書Ｐ.

＜事業の目的・内容＞

　市街化区域内の排水路を良好な状態に保つため、適切な維持管理を実施し、良
好な環境及び市民の安心安全を確保します。
　年度末から年度当初にかけて、排水路施設の緊急修繕に対応するため、債務負
担行為として補正を行うものです。

＜事業の目的・内容＞

　住宅に困窮する市民に対して、良質で良好な賃貸住宅を安定的に供給するため
に、募集から住宅及び付帯設備について適切に維持管理を行います。
　指定管理期間の満了に伴い、平成27年度以降の指定管理者と協定を締結する必
要があることから、債務負担行為として補正を行うものです。

事項 氷川住宅及びシビック住宅天沼管理業務

事　　項 期　　間 限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

氷川住宅及びシビック住宅天沼
管理業務

平成26年度から
平成31年度まで

21,571 0 0 0 21,571

事　　項 期　　間 限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

排水路補修工事
平成26年度から
平成27年度まで

44,000 0 0 0 44,000
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

1～8款

＜主な事業＞

１　特別会計における職員人件費

（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

8款

＜主な事業＞

１　コンビニ収納代行手数料 　[参考]

　コンビニ収納代行業者へ手数料を支払う。 　　事業スケジュール

・平成26年度中　コンビニ収納代行業者への手数料

　　　　　　　　の支払

　特別会計の一部において、職員構成の変動等に伴う職員人件費の不足額につい
て、補正を行うものです。

補正前予算額 －

＜事業の目的・内容＞

予算書Ｐ. 41～141 繰入金 23,500

予算書Ｐ. 41 繰入金 1,884

補正前予算額

　国民健康保険に加入している方が病気やケガをした場合の給付（自己負担を除
く費用の支払）や、加入者が出産又は死亡した場合の一時金の支給を行います。
　また、特定健診（メタボ健診）など、国民健康保険の加入者の健康の保持増進
に役立つ事業を行います。
　コンビニ収納の方法による納付件数が見込みを上回り、手数料の不足が見込ま
れるため、補正を行うものです。

1,884

23,500
局/部/課 総務局/人事部/職員課

＜事業の目的・内容＞

117,973,345

会計名 補正額国民健康保険事業特別会計外6会計

会計名 国民健康保険事業特別会計 補正額 1,884
局/部/課 保健福祉局/福祉部/国民健康保険課

会計名 補正額

国民健康保険事業特別会計 12,000

介護保険事業特別会計 3,000

食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計 1,500

大宮駅西口都市改造事業特別会計 1,500

指扇土地区画整理事業特別会計 2,500

南平野土地区画整理事業特別会計 500

大門下野田特定土地区画整理事業特別会計 2,500

計 23,500
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（特別会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

2款

4款

6款

-

＜主な事業＞

１　制度改正に伴う介護保険システム改修業務 　[参考]

　　事業スケジュール

　<債務負担行為> ・平成27年1月　 介護保険システム改修開始　

・平成27年11月　介護保険システム改修完了

・平成26年度中　さいたま市生活支援ショートステ

　　　　　　　　イ事業者へ委託料の支払

２　さいたま市生活支援ショートステイ事業

（企業会計） （単位：千円）

＜主な事業＞

１ 下水道施設緊急修繕 　[参考]

　年度末から年度当初にかけて、下水道施設の緊急修繕 　　事業スケジュール

を切れ目なく行う。 　　・平成26年度末　　　契約・修繕工事着工

　　・平成27年度上半期　修繕工事完了

　<債務負担行為>

会計名 下水道事業会計 補正額 債務負担行為の設定

局/部/課 建設局/下水道部/下水道維持管理課

予算書

＜事業の目的・内容＞

下水道事業会計補正予算書

　下水道施設の整備及び維持管理を実施します。
　年度末から年度当初にかけて、下水道施設の緊急修繕に対応するため、債務負
担行為を設定します。

補正前予算額 73,333,528

①保健福祉局/福祉部/高齢福祉課

局/部/課 ②保健福祉局/福祉部/介護保険課 国庫支出金 3,924

9,934

予算書Ｐ. 57 県支出金 1,962

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 2,086

　介護保険は、介護を必要とする高齢者を社会全体で支える制度です。
　介護保険料の賦課・徴収、要介護認定、介護保険サービス利用に対する保険給
付の事務を行い、制度の円滑な運営を図ります。
　また、地域支援事業として、要介護認定者となることを予防する介護予防事業
や地域包括支援センターの設置・運営及び要介護者又は家族介護者を支援する事
業を行います。
　平成27年4月以降の介護保険制度改正の施行に対応した介護保険システムの改修
及びさいたま市生活支援ショートステイ事業について、利用者の増加による予算
の不足が見込まれるため、補正を行うものです。

一般財源 99,186

会計名 介護保険事業特別会計 補正額 107,158
局/部/課

97,224

75,184 0

事　　項 期　　間 限 度 額
財 源 内 訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

介護保険の制度改正に伴う介護
保険システム改修業務

平成27年度 0 0 75,184

事　　項 期　　間 限 度 額
国庫補助金 企 業 債

損 益 勘 定

留保資金等

下水道施設緊急修繕
平成26年度から
平成27年度まで

0111,000 0

財 源 内 訳

111,000
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この冊子は３９０部作成し、１部当たりの印刷経費は、６９円（概算）です。


